
平成２３年第３回七戸町議会定例会

会 議 録

──────────────────────────────────────

平成２３年８月２６日七戸町告示第４１号で、平成２３年第３回七戸町議会定例会を９

月１日上北郡七戸町議会議事堂に招集する。

──────────────────────────────────────

平成２３年 ９月 １日 午前１０時００分 開会

平成２３年 ９月 ９日 午前１１時１５分 閉会

──────────────────────────────────────

○出席議員（１６名）

議 長 １６番 白 石 洋 君 副議長 １５番 天 間 清太郎 君

１番 哘 清 悦 君 ２番 岡 村 茂 雄 君

３番 附 田 俊 仁 君 ４番 佐々木 寿 夫 君

５番 瀬 川 左 一 君 ６番 盛 田 恵津子 君

７番 田 嶋 弘 一 君 ８番 田 嶋 輝 雄 君

９番 三 上 正 二 君 １０番 松 本 祐 一 君

１１番 二ツ森 圭 吉 君 １２番 工 藤 耕 一 君

１３番 田 島 政 義 君 １４番 中 村 正 彦 君

──────────────────────────────────────

○不応招議員（０名）

──────────────────────────────────────

○町長提出案件

議案第４８号 平成２３年度青森県上北郡七戸町一般会計補正予算（第４号）

議案第４９号 平成２３年七戸町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

議案第５０号 平成２３年度七戸町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

議案第５１号 平成２３年度七戸町介護保険特別会計補正予算（第２号）

議案第５２号 平成２３年度七戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）

議案第５３号 平成２３年度七戸町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

議案第５４号 平成２３年度七戸町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

議案第５５号 平成２３年度七戸町水道事業会計補正予算（第２号）

決算審査特別委員会報告

議案第５６号 平成２２年度七戸町各会計歳入歳出決算の認定について

議案第５７号 七戸町暴力団排除条例の制定について

議案第５８号 七戸町税条例の一部を改正する条例について

議案第５９号 七戸町投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例について



議案第６０号 七戸町ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改正する条例について

議案第６１号 町道路線の認定について

報告第１９号 専決処分事項の報告について（榎林団地敷地内での事故に係る和解及び

損害賠償の額を求めることについて）

報告第２０号 平成２２年度決算に基づく七戸町の健全化判断比率及び資金不足比率の

報告について

報告第２１号 平成２２年度七戸町教育行政事務及び事業の点検・評価に関する報告に

ついて

陳情第 ４号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出を求める陳情

発議第 ２号 地方財政の充実・強化を求める意見書（案）の提出について

──────────────────────────────────────

○その他

会議録署名議員の指名

会期決定の件
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平成２３年第３回七戸町議会定例会

会議録（第１号）

平成２３年９月１日（木） 午前１０時００分 開会

──────────────────────────────────────

○議事日程

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期決定の件

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 提出議案一括上程

報告第１９号、専決処分事項の報告について（榎林団地敷地内での事故に

係る和解及び損害賠償の額を定めることについて）から報告第２１号、平成

２２年度七戸長教育行政事務及び事業の点検・評価に関する報告についてま

での１４議案、３報告を一括上程

（町長提案理由説明）

日程第５ 決算審査特別委員会設置

──────────────────────────────────────

○本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期決定の件

日程第３ 諸般の報告

日程第４ 提出議案一括上程

報告第１９号、専決処分事項の報告について（榎林団地敷地内での事故に

係る和解及び損害賠償の額を定めることについて）から報告第２１号、平成

２２年度七戸長教育行政事務及び事業の点検・評価に関する報告についてま

での１４議案、３報告を一括上程

（町長提案理由説明）

日程第５ 決算審査特別委員会設置

──────────────────────────────────────

○出席議員（１５名）

議 長 １６番 白 石 洋 君 副議長 １５番 天 間 清太郎 君

１番 哘 清 悦 君 ２番 岡 村 茂 雄 君

３番 附 田 俊 仁 君 ４番 佐々木 寿 夫 君

６番 盛 田 恵津子 君

７番 田 嶋 弘 一 君 ８番 田 嶋 輝 雄 君

９番 三 上 正 二 君 １０番 松 本 祐 一 君

１１番 二ツ森 圭 吉 君 １２番 工 藤 耕 一 君
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１３番 田 島 政 義 君 １４番 中 村 正 彦 君

──────────────────────────────────────

○欠席議員（１名）

５番 瀬 川 左 一 君

○説明のため会議に出席した者の職氏名

町 長 小 又 勉 君 副 町 長 大 平 均 君

支 所 長
総 務 課 長 似 鳥 和 彦 君 米内山 敬 司 君

(兼支所庶務課長)

企画財政課長 天 間 勤 君 税 務 課 長 花 松 了 覚 君

町 民 課 長 澤 田 康 曜 君 社会生活課長 森 田 耕 一 君

健康福祉課長 田 中 順 一 君 会 計 管 理 者 楠 章 君

農 林 課 長 神 山 俊 男 君 新幹線建設対策課長 天 間 一 二 君

建 設 課 長 米 田 春 彦 君 商工観光課長 瀬 川 勇 一 君

上下水道課長 鳥谷部 宏 君 城南児童館長 向中野 良 一 君

教育委員会委員長 中 村 公 一 君 教 育 長 倉 本 貢 君

学 務 課 長 附 田 繁 志 君 生涯学習課長 渡 部 喜代志 君

スポーツ振興課長 小 原 信 明 君 中央公民館長 二ツ森 政 人 君

南 公 民 館 長
山 谷 栄 作 君 農業委員会会長 天 間 正 大 君

(兼中央図書館長)

農業委員会事務局長 木 村 正 光 君 代表監査委員 野 田 幸 子 君

監査委員事務局長 佐 野 尚 君 選挙管理委員会委員長 松 下 喜 一 君

選挙管理委員会事務局長 澤 田 康 曜 君

──────────────────────────────────────

○職務のため会議に出席した事務局職員

事 務 局 長 佐 野 尚 君 事 務 局 次 長 簗 田 政 光 君

──────────────────────────────────────

○会議を傍聴した者（２名）

──────────────────────────────────────

○会議の経過
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開会 午前１０時００分

○開会宣告

○議長（白石 洋君） ただいまの出席議員は１５名で、定足数に達しております。

したがいまして、平成２３年第３回七戸町議会定例会は成立をいたしました。

ただいまから、平成２３年第３回七戸町議会定例会を開会いたします。

──────────────────────────────────────

○開議宣告

○議長（白石 洋君） これより、本日の会議を開きます。

本日の議事日程及び本定例会における説明員は、お手元に配付したとおりであります。

──────────────────────────────────────

○日程第１ 会議録署名議員指名の件

○議長（白石 洋君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、７番田嶋弘一君と８番田嶋輝雄

君を指名いたします。

──────────────────────────────────────

○日程第２ 会期決定の件

○議長（白石 洋君） 日程第２ 会期決定の件を議題といたします。

初めに、議会運営委員長から報告を求めます。

議会運営委員長。

○議会運営委員長（田島政義君） おはようございます。

今期定例会の会期日程について、会議の結果を御報告いたします。

８月２６日、議会運営委員会を開催し、会期日程等を審査した結果、お手元に配付いた

しましたとおり、本日から９日までの９日間の会期とすることに決定いたしました。

上程されます案件は、単行案５件、予算案８件、決算案１件、報告３件、合わせて１７

件でございます。

日程でございますが、本日は、町長の提案理由の説明を受けた後、議案第５６号平成２

２年度七戸町各会計歳入歳出決算の認定について審査のため、議長を除く全議員による決

算審査特別委員会を設置し、散会いたします。

なお、本日の決算審査特別委員会は、正副委員長の互選までとしたいと思います。

２日から５日までは、議案調査並びに閉庁日のため休会とします。

６日は一般質問を行いますが、５名の議員から質問通告書が提出されております。

なお、お願いになりますが、質問並びに答弁はできるだけ簡潔に発言くださるよう、よ

ろしくお願いいたします。

７日と８日は、付託されます各会計歳入歳出決算審査のため決算審査特別委員会を行い

ますが、運営方法につきましては、皆様のお手元に配付のとおり、議会運営委員会で取り
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まとめさせていただきましたので、御参考にしていただきたいと思います。

最終日の９日は、議案第５６号を除く全議案について審議を行うことにしております。

なお、陳情２件、議員派遣１件は、最終日に議長により提案されると思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

以上のように決定いたしましたので、議員各位の御賛同をいただき、会期日程のとおり

御審議賜りますようお願い申し上げまして報告といたします。

よろしくお願いします。

○議長（白石 洋君） お諮りします。

本定例会の会期は、ただいま議会運営委員長の報告のとおり、本日から９月９日までの

９日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（白石 洋君） 御異議なしと認めます。

したがいまして、本定例会の会期は、本日から９月９日までの９日間に決定いたしまし

た。

議長において作成いたしました会期日程及び議事日程は、お手元に配付いたしたとおり

であります。

──────────────────────────────────────

○日程第３ 諸般の報告

○議長（白石 洋君） 日程第３ 諸般の報告を行います。

議長の諸般の報告につきましては、お手元に配付いたしておりますので、御了承を願い

ます。

──────────────────────────────────────

○日程第４ 提出議案一括上程

○議長（白石 洋君） 日程第４ 報告第１９号専決処分事項の報告について（榎林団地

敷地内での事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて）から報告第２１号平

成２２年度七戸町教育行政事務及び事業の点検・評価に関する報告についてまでの１４議

案、３報告を一括上程いたします。

町長から、提出議案について、提出理由の説明を求めます。

町長。

○町長（小又 勉君） おはようございます。

本日ここに、平成２３年第３回七戸町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位

には御多忙のところ御出席いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、提出議案を御説明する前に、一般報告をさせていただきます。

まず、３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震で甚大な被害を受けた福島第一原子

力発電所では、高濃度の放射性物質を含む汚染水の除染や、原子炉の冷温停止に向けた作

業が続けられているようであります。今後、避難を余儀なくされている地元住民が一日で
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も早く住みなれた故郷に戻り、以前の平穏な生活を送ることができますことを切に願うと

ころでございます。

この福島第一原発の事故は、福島県はもとより宮城県や岩手県など他県の農畜産物に放

射能被害をもたらしており、風評被害と相まって農業経営に多大な影響が生じておりま

す。

このため、町では放射性物質検査を６月２日から独自に実施するとともに、県や関係機

関の協力のもと、これまでに１１品目の検査を行ってまいりました。また、放射線は子供

がより影響を受けやすいことから、町内の小学校と保育園のグラウンドの土壌検査、さら

には町浄化センターの脱水汚泥検査も実施いたしましたが、農作物や土壌、脱水汚泥とも

放射性ヨウ素、放射性セシウムは検出されなかったところであります。

なお、検査結果は、本庁、支所、七彩館、町のホームページに掲載しております。

出来秋を迎え、米を初め多くの農産物が流通する中で、今後とも放射性物質検査を実施

し、生産者や消費者の不安を少しでも解消し、農家が安心して生産に励み、消費者が安心

して口にできるよう、当町の食の安全をアピールしてまいりたいと考えております。

次に、中央公園ふれあいセンターの現金盗難被害について御報告申し上げます。

去る７月２９日夕方から３０日早朝にかけて、何者かがふれあいセンターに侵入し、券

売機の中から現金９万７,０００円を抜き取ったものと思われます。

現在、七戸警察署において捜査中でありますが、今後、このようなことがないよう施設

管理を徹底させる所存でありますので、議員各位の御理解を賜りたいと思います。

それでは、本定例会に提出いたしました議案の概要について御説明申し上げます。

報告第１９号は、事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることに関する専決処分であ

ります。

平成２３年６月２３日に発生した、榎林団地敷地内での事故に係る損害について、相手

方と和解が成立したので、この額を早急に支払う必要があるため、専決処分したもので

す。

議案第第４８号平成２３年度青森県上北郡七戸町一般会計補正予算（第４号）につきま

しては、歳入歳出予算の総額に２億５,８９９万９,０００円を追加し、予算総額を８８億

８,１９２万５,０００円とするものです。

歳入の主なものは、県支出金に２,１１４万２,０００円、繰入金に１億２,８０２万

円、町債に８,５４５万５,０００円を追加し、歳出の主なものは、総務費に２,１０７万

８,０００円、土木費に１億９,９９８万２,０００円を追加するものです。

議案第４９号平成２３年度七戸町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につきまし

ては、歳入歳出予算の総額に５,０４５万１,０００円を追加し、予算総額を２４億１,１

７２万８,０００円とするものです。

歳入の主なものは、繰越金に４,９９９万９,０００円を追加し、歳出の主なものは、保

険給付費に１,８４０万円、諸支出金に３,２２３万５,０００円を追加するものです。
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議案第５０号平成２３年度七戸町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につきま

しては、歳入歳出予算の総額から１０４万９,０００円を減額し、予算総額を３億２,５４

５万１,０００円とするものです。

歳入の主なものは、繰入金から８８万９,０００円を減額し、歳出の主なものは、後期

高齢者医療広域連合納付金から１１９万１,０００円を減額するものです。

議案第５１号平成２３年度七戸町介護保険特別会計補正予算（第２号）につきまして

は、歳入歳出予算の総額に１,７１１万５,０００円を追加し、予算総額を２０億３,２３

８万１,０００円とするものです。

歳入の主なものは、繰入金に３２３万円、繰越金に１,３１９万４,０００円を追加し、

歳出の主なものは、諸支出金に１,６９８万１,０００円を追加するものです。

議案第５２号平成２３年度七戸町介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）につき

ましては、歳入歳出予算の総額に３万５,０００円を追加し、予算総額を１,４６６万４,

０００円とするものです。

歳入の主なものは、繰越金に１８万５,０００円を追加し、歳出の主なものは、基金積

立金に１８万６,０００円を追加するものです。

議案第５３号平成２３年度七戸町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）につきま

しては、歳入歳出予算の総額に７１９万７,０００円を追加し、予算総額を３億２,４９５

万８,０００円とするものです。

歳入の主なものは、繰入金に５４３万２,０００円を追加し、歳出の主なものは、総務

費に５８９万７,０００円を追加するものです。

議案第５４号平成２３年度七戸町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）につき

ましては、歳入歳出予算の総額に１８万５,０００円を追加し、予算総額を６,１６６万

６,０００円とするものです。

歳入の主なものは、繰入金に１７万７,０００円を追加し、歳出は、総務費に１８万５,

０００円を追加するものです。

議案第５５号平成２３年度七戸町水道事業会計補正予算（第２号）につきましては、収

益的支出の営業費用を３６６万２,０００円増額し、予備費を３６６万２,０００円減額

し、総額は２億９,３４４万３,０００円と変わらないものであり、資本的支出は建設改良

費を１,７９１万円増額し、総額は２億６,９４９万４,０００円となるものです。

議案第５６号平成２２年度七戸町各会計歳入歳出決算の認定につきましては、平成２２

年度の七戸町各会計の決算について、地方自治法及び地方公営企業法の規定に基づき、議

会の認定に付するものです。

なお、主要施策の成果については、決算書に報告書として掲載しておりますので、御審

議の参考としていただきたいと存じます。

議案第５７号七戸町暴力団排除条例の制定につきましては、暴力団排除を推進し、町民

生活の安全と平穏の確保及び町経済の健全な発展を図るために提案するものです。
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議案第５８号七戸町税条例の一部を改正する条例につきましては、地方税法等の一部を

改正する法律が公布されたことに伴い、所要の改正をするため提案するものです。

議案第５９号七戸町投票管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例につきましては、一般職の職員が投票管理者等の職務を行う場合の報酬等について、所

要の改正をするため提案するものです。

議案第６０号七戸町ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改正する条例につきまして

は、ひとり親家庭等の受給者の負担軽減を図ることを目的に、県内医療機関の現物給付を

実施するため提案するものです。

議案第６１号町道路線の認定につきましては、道路法の規定に基づき、４路線の認定に

ついて議会の議決を求めるため提案するものです。

報告第２０号平成２２年度決算に基づく七戸町の健全化判断比率及び資金不足比率の報

告につきましては、平成２２年度七戸町健全化判断比率及び資金不足比率について、地方

公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき報告するものです。

報告第２１号平成２２年度七戸町教育行政事務及び事業の点検・評価に関する報告につ

きましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき報告するもので

す。

以上が、本定例会に提出いたしました議案でありますが、議員各位には慎重審議の上、

御賛同賜りますようお願い申し上げます。

○議長（白石 洋君） これをもって、提案理由の説明を終わります。

──────────────────────────────────────

○日程第５ 決算審査特別委員会設置

○議長（白石 洋君） 日程第５ 決算審査特別委員会設置について、初めに、平成２２

年度各会計決算の概要について、会計管理者より説明を求めます。

会計管理者。

○会計管理者（楠 章君） それでは、平成２２年度一般会計及び各特別会計の歳入歳出

決算の概要について、御説明申し上げます。

最初に、一般会計について申し上げます。

平成２１年度からの繰越明許費繰越額を含んだ予算総額は、１０７億５,７６９万３,０

００円であります。

歳入決算額は１０６億２,６８４万４,３４８円で、予算額との対比では９８.７８％、

１億３,０８８万８,６５２円の減、調定額に対しての収入率は９６.７９％で、収入未済

額は３億３,８９０万９,７０１円となっております。収入未済額の内訳は、町税１億６,

３７６万８,６１５円、分担金及び負担金５０７万４,７２０円、使用料及び手数料１,０

１２万３,８１０円、財産収入１７万８,０２３円、諸収入２５万５３３円、さらに繰越明

許費及び事故繰越分に係る国庫支出金１億５,９５１万４,０００円でございます。

一方、歳出決算額は１０３億４,４３２万６,５１７円で、予算額に対し執行率は９６.
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１６％、１億１８３万３,４８３円の不用額を生じております。

この結果、一般会計決算歳入歳出差し引き残額は２億８,２４７万７,８３１円で、この

残額から平成２３年度への繰越明許費及び事故繰越額１億５,０７９万５,０００円を控除

した実質収支額は、１億３,１６８万２,８３１円となります。

この額から１億円を財政調整基金へ積み立てし、残額の３,１６８万２,８３１円が平成

２３年度への純繰越金となります。

次に、国民健康保険特別会計について申し上げます。

予算総額は２３億９,９３９万２,０００円であります。

歳入決算額は２４億８０２万３,６２１円で、予算額との対比では１００.３６％、８６

３万１,６２１円の増、調定額に対しての収入率は９１.１１％で、収入未済額は２億２,

４５５万８,５８６円となりまして、内訳は国民健康保険税でございます。

一方、歳出決算額は２２億８,６０４万８,６９３円で、予算額に対し執行率は９５.２

８％、１億１,３３４万３,３０７円の不用額を生じております。

この結果、国民健康保険特別会計決算歳入歳出差し引き残額は１億２,１９７万４,９２

８円となり、この額から条例に基づき２分の１以上に相当する額７,１９７万４,９２８円

を財政調整基金へ積み立てし、残額の５,０００万円が平成２３年度への純繰越金となり

ます。

次に、老人保健特別会計について申し上げます。

予算総額は１６万１,０００円であります。

歳入決算額は１６万８３円で、予算額との対比では９９.４３％、９１７円の減、調定

額に対する収入率は１００％で、収入未済額はございません。

一方、歳出決算額は１６万８３円で、予算額に対し執行率は９９.４３％で、９１７円

の不用額を生じております。

この結果、老人保健特別会計歳入歳出差し引き残額は、ゼロ円でございます。

次に、後期高齢者医療特別会計について申し上げます。

予算総額は３億１,１３９万５,０００円であります。

歳入決算額は３億１,１５１万２,４２６円で、予算額との対比では１００.０４％、１

１万７,４２６円の増、調定額に対しての収入率は９９.９３％で、収入未済額は２２万

５,０００円となりまして、内訳は保険料でございます。

一方、歳出決算額は３億１,１３７万３,３５０円で、予算額に対し執行率は９９.９９

％、２万１,６５０円の不用額を生じております。

この結果、後期高齢者医療特別会計決算歳入歳出差し引き残額は１３万９,０７６円

で、これは平成２３年度への純繰越金となります。

次に、介護保険特別会計について申し上げます。

予算総額は１９億２,６９２万７,０００円であります。

歳入決算額は１９億３,１６２万７,８４７円で、予算額との対比では１００.２４％、
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４７０万８４７円の増、調定額に対しての収入率は９９.５２％で、収入未済額は６５９

万５,８５０円となりまして、内訳は保険料でございます。

一方、歳出決算額は１９億４４３万２,５３３円で、予算額に対し執行率は９８.８３

％、２,２４９万４,４６７円の不用額を生じております。

この結果、介護保険特別会計決算歳入歳出差し引き残額は２,７１９万５,３１４円で、

この額から条例に基づき２分の１以上に相当する額１,４００万円を介護保険給付費準備

基金へ積み立てし、残額の１,３１９万５,３１４円が平成２３年度への純繰越金となりま

す。

次に、介護サービス事業特別会計について申し上げます。

予算総額は１,２８５万１,０００円であります。

歳入決算額は１,２８６万２,８７２円で、予算額との対比では１００.０９％、１万１,

８７２円の増、調定額に対しての収入率は１００％で、収入未済額はございません。

一方、歳出決算額は１,２６７万６,１２４円で、予算額に対し執行率は９８.６４％、

１７万４,８７６円の不用額を生じております。

この結果、介護サービス事業特別会計決算歳入歳出差し引き残額は１８万６,７４８円

で、これは平成２３年度への純繰越金となります。

次に、七戸霊園事業特別会計について申し上げます。

予算総額は２９０万２,０００円であります。

歳入決算額は２７６万２,６７９円で、予算額との対比では９５.２０％、１３万９,３

２１円の減、調定額に対しての収入率は９９.９９％で、収入未済額は使用料及び手数料

４００円となっております。

一方、歳出決算額は２３６万４,１７７円で、執行率は８１.４７％、５３万７,８２３

円の不用額を生じております。

この結果、七戸霊園事業特別会計決算歳入歳出差し引き残額は３９万８,５０２円で、

これは平成２３年度への純繰越金となります。

次に、公共下水道事業特別会計について申し上げます。

予算総額は３億８,２０６万７,０００円であります。

歳入決算額は３億８,２３７万２８６円で、予算額との対比では１００.０８％、３０万

３,２８６円の増、調定額に対しての収入率は９７.９７％で、収入未済額は７９３万８,

７５５円となっております。内訳は、分担金及び負担金５８２万４,０００円、使用料及

び手数料２１１万４,７５５円でございます。

一方、歳出決算額は３億８,２０３万６,７１４円で、予算額に対し執行率は９９.９９

％、３万２８６円の不用額を生じております。

この結果、公共下水道事業特別会計決算歳入歳出差し引き残額は３３万３,５７２円

で、これは平成２３年度への純繰越金となります。

次に、農業集落排水事業特別会計について申し上げます。
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予算総額は５,８０１万８,０００円であります。

歳入決算額は５,８０２万３,２７９円で、予算額との対比では１００.０１％、調定額

に対しての収入率は９５.１６％で、収入未済額は２９５万２,１８８円となっておりま

す。内訳は、分担金及び負担金２８３万４,０００円、使用料１１万８,１８８円でござい

ます。

一方、歳出決算額は５,８００万５,２２０円で、予算額に対し執行率は９９.９８％、

１万２,７８０円の不用額を生じております。

この結果、農業集落排水事業特別会計決算歳入歳出差し引き残額は１万８,０５９円

で、これは平成２３年度への純繰越金となります。

以上のとおり、平成２２年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算の概要について申し

上げましたが、詳細につきましては、御質問に応じ関係者から御説明申し上げますので、

御審議の上、認定いただきますようお願い申し上げまして、概要説明を終わります。

○議長（白石 洋君） 次に、平成２２年度水道事業会計決算の概要について、上下水道

課長より説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（鳥谷部 宏君） おはようございます。

ただいまから、平成２２年度七戸町水道事業決算の概要について御説明いたします。

最初に、水道の普及状況でありますが、給水人口は１万７,３９３人で前年度比２０８

人の減ですが、給水契約件数は７,４９３件で２９件の増となっております。

また、年間有収水量は１６４万８,５９０立米で、前年度比１万６,０３６立米の増で、

１日平均配水量は５,８４１立米、１日最大配水量は７,３８１立米で、前年度比６２６立

米の増となっています。

次に、工事関係では、七戸浄水場のろ過機１号、２号池のろ過材の入れかえを行いまし

た。

老朽管更新事業等におきましては、公共下水道工事及び道路改良工事関連で、町道夏焼

・道地線、小山平・牧場線外７路線で２,１９０メーターの布設がえを実施し、また、天

間林地区の導水管布設がえを４８４メーター実施しております。

なお、これらの工事に伴い実施した石綿セメント管の布設がえ延長は、６５６メーター

となっています。

続きまして、会計の状況につきまして、消費税抜きの数値で御説明いたします。

収益的収入及び支出では、収益的収入合計は２億８,２４５万６,４９０円で、前年度に

比較し５１２万８,３５７円の増となっており、給水収益では２９１万５,５２２円の増と

なっています。

主な収入といたしましては、給水収益の２億７,３９０万５,２０１円で、給水収益が収

入総額の９６.９７％を占めています。

次に、収益的支出合計は２億４,６６８万５,１２９円で、前年度に比較し１,８１８万
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７,４８０円の増となっています。

主な支出といたしましては、企業債利息が２,３５７万４,９１６円、職員給与費４,１

０１万８,５９７円、減価償却費９,２９４万４,４４２円、給水管及びメーターボックス

回りの修繕、昭和橋添架の送水管保温材交換及び配水管漏水修理等の修繕費として１,８

７４万４,９７０円でございます。

そして、平成２２年度七戸町水道事業におきましては、収益的収入総額２億８,２４５

万６,４９０円、収益的支出総額２億４,６６８万５,１２９円となり、差し引き純利益３,

５７７万１,３６１円となりました。

次に、資本的収入及び支出におきまして、資本的収入合計額は５,３８２万６,１００

円、支出合計額は１億５,５３３万４,９７３円であります。

収入では、老朽管更新に伴う企業債借入額は２,９８０万円、一般会計繰入金として地

域活性化きめ細かな臨時交付金事業補助金２,４０２万６,１００円が主な項目でありま

す。

支出では、企業債元金償還金として、通常分３,６４３万６,９７３円、検満に伴う水道

メーター購入及び交換費として１,００５万６,０００円、老朽管更新工事費等で９,５３

１万１,０００円が主なものでございます。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、消費税込みで１億７１０万２２３

円であり、これを、損益勘定留保資金から２,５１４万５,６８３円と減債積立金から２,

６００万円、建設改良積立金から５,０００万円、及び消費税資本的収支調整額５９５万

４,５４０円で補てんしております。

以上、平成２２年度七戸町水道事業決算の概要について御説明を終わります。

○議長（白石 洋君） 次に、平成２２年度七戸町各会計決算審査意見書並びに平成２２

年度財政健全化審査意見書及び経営健全化審査意見書について、監査委員より報告を求め

ます。

代表監査委員。

○代表監査委員（野田幸子君） おはようございます。

平成２２年度七戸町各会計決算審査意見書について御報告申し上げます。

お手元に配付しております平成２２年度七戸町歳入歳出決算書の１９ページをお開きい

ただきたいと思います。

審査の対象は、平成２２年度一般会計、各特別会計、水道事業会計、各会計実質収支に

関する調書、及び財産に関する調書の１２項目でございます。

審査は、平成２３年７月２１日から２９日までの７日間、実施いたしました。

審査に当たりましては、町長から提出された決算書等の書類と、会計管理者及び水道事

業管理者保管の関係諸帳簿、証書類との突合、関係責任者からの説明を聴取するなど、書

類などが適切に作成されているのか審査いたしました。

その結果、審査に付された各決算は、関係諸帳簿及び証書類と照合した結果、計数に誤
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りがなく、適切に処理されているものと認めました。

財政運営において重要な自主財源である町税及び町営住宅使用料などの税外収入におけ

る徴収率は、徴収体制の強化策などにより、前年度比較において徴収率の向上が見受けら

れますが、賦課徴収の公平性の観点からも、徴収率向上のため、より一層の厳しい対応を

望みます。

特に、国民健康保険税につきましては、現年課税分徴収率が９３.６％となっており、

前年度と比較し０.９ポイントの徴収率向上になっておりますが、今後の国民健康保険特

別会計財政運営健全化の観点から、さらなる徴収体制の強化に取り組んでいただきたいと

思います。

以下、２０ページから３５ページまでの説明は省略させていただきますが、各会計の前

年度との比較及び詳細について、それぞれ資料を掲載しておりますので、後ほどごらんい

ただきたいと思います。

以上、平成２２年度決算審査意見書についての御報告を終わります。

次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づき、財政健全化審査意見

書及び経営健全化審査意見書について御報告いたします。

お手元に配付しております、報告第２０号平成２２年度決算に基づく七戸町の健全化判

断比率及び資金不足比率の報告について、２ページ目と３ページ目をごらんいただきたい

と思います。

審査の対象は、平成２２年度実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来

負担比率並びに資金不足比率の５項目、及び、その算定の基礎となる事項を記載した書類

であります。

審査は、平成２３年７月２７日に実施いたしました。

審査の概要ですが、町長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率、並びに、そ

の算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実

施いたしました。

その結果、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び資金不足比率は、収支がいずれも黒字

であること、また、実質公債費比率及び将来負担比率は、早期健全化基準をそれぞれ下

回っている内容となっております。

また、審査に付された書類は、いずれも適正に作成されているものと認めました。

以上、平成２２年度財政健全化審査意見書及び平成２２年度経営健全化審査意見書につ

いての御報告といたします。

よろしくお願いいたします。

○議長（白石 洋君） これをもって、決算の概要説明並びに審査意見書の報告を終わり

ます。

本件については、９月８日までの審査期限とする議長を除く全議員をもって構成する決

算審査特別委員会を設置し、審査付託したいと思います。これに御異議ありませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（白石 洋君） 御異議なしと認めます。

したがいまして、本件については、９月８日を審査期限とする議長を除く全議員をもっ

て構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決定いたしま

した。

次に、報告第２１号平成２２年度七戸町教育行政事務及び事業の点検・評価に関する報

告について、教育委員長より説明を求めます。

教育委員長。

○教育委員長（中村公一君） 改めまして、おはようございます。

議員の皆様には、日ごろから教育行政に格別の御尽力、御指導並びに御配慮を賜り、心

からお礼申し上げます。

それでは、今９月定例会に上程いたしました報告第２１号平成２２年度七戸町教育行政

事務及び事業の点検・評価に関する報告について御説明いたします。

本報告は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第１項「教育委員会は、

毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結

果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない」

という規定に基づき、学識経験を有する方々で構成する七戸町教育評価審議会を設置し、

教育施策の方針と重点的な事業等を対象として点検・評価を実施いたしました。

そして、点検・評価の結果を踏まえ、今後、効果的な教育行政の推進に資することを目

的として、本定例会で報告するものでございます。

よろしくお願い申し上げまして、報告説明といたします。

──────────────────────────────────────

○散会宣告

○議長（白石 洋君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

なお、決算審査特別委員会を本日の定例会終了後、直ちに招集いたしますので、このま

ま御着席願います。

なお、９月６日の本会議は、午前１０時に再開します。

本席から告知します。

９月６日の一般質問の順番をお知らせいたします。

１番目は、９番の三上正二君、２番目は、１番の哘清悦君、３番目は、４番の佐々木寿

夫君、４番目は、３番の附田俊仁君、５番目は、５番の瀬川左一君となっております。

本日は、これで散会します。

散会 午前１０時４４分


